
 

 

2024年 1月 17日 

株式会社 鹿児島銀行 

 

キャッシュカードによるＡＴＭ振込の一部利用制限の対象者拡大について 

 

 鹿児島銀行（頭取 松山澄寛）は、特殊詐欺被害防止を目的とした鹿児島県警察本部からの要請を踏まえ、

65歳以上のお客さまのキャッシュカードによるATM振込上限額を、1日あたり10万円とすることにいたしました

ので下記のとおりお知らせします。 

本取り組みはお客さまが振り込め詐欺などの特殊詐欺に遭われることを防止することを目的としておりま

す。大変ご不便をおかけいたしますが、何卒、趣旨をご理解いただきますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．変更日 

2024年 2月 21日（水） 

 

２．変更内容 

対象年齢 変更前 変更後 

70歳以上 

お振込不可 
 
（過去2年間キャッシュカード 
によるATM振込がない方が対象） 1日あたりのお振込上限額10万円※ 

 
（過去2年間キャッシュカード 

によるATM振込がない方が対象） 

65歳以上69歳以下 （お振込制限なし） 

※振込制限の解除を希望される場合は、キャッシュカードおよび本人確認書類をご準備の上、窓口まで 

お申し出ください。 

以上 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

鹿児島銀行 ＣＲ統括部 マネー・ローンダリング等金融犯罪対策室 

TEL：099-248-8343（ダイヤルイン） 


